
掲示期間 6.12－6.19 

新潟市告示第 451 号 

 

 

公 示 送 達 書 

 

 下記の書類は、当市に保管してありますので、来庁のうえ受領してください。 

 高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方税法第２０条の２

第１項の規定により告示します。 

 

 

  令和８年６月１２日 

 

新潟市長  中原 八一 

 

送達を受けるべ

き者の氏名 
  別紙のとおり 

送達すべき書類

を特定するため

に必要な情報 

  新保公示・令達第 451 号 

注意事項 

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条で準用する地方

税法第２０条の２第３項の規定により、上記の書類を受領しない

ときは、下記の日に書類の送達があったものとみなされます。 

 

  令和８年６月１９日 

 



別紙

送達を受けるべき者の氏名

氏名

藍原　厚子

齊藤　榮子

長谷川　容子

中原　栄子

佐生　日出雄

笠原　 樹

設樂　光江

平野　春夫

入澤　勇

宇野　正博

堀川　金吾

長野　冨美子

若杉　洋

伊藤　義孝


